
長岡市公告第２９７号 

 

   下水道排水設備指定工事店の指定の取消しについて（公告） 

長岡市下水道排水設備指定工事店規則（平成９年長岡市規則第２３号）第１０条第１項

の規定により下水道排水設備指定工事店の指定を取り消したので、同規則第１４条の規定

により公告します。 

 

 令和７年１２月５日 

 

              長 岡 市 長   磯 田  達 伸 

 

 

１ 指定を取り消す工事店 

指 定 番 号 第 ２４９ 号 

業 者 名 大谷商店 

住 所 三島郡出雲崎町大字川西２５番地７ 

 

２ 取消年月日 

 令和７年１２月３日 


